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▶昨年は、瀬峰労働基準監督署における労働行政の推進にご理解とご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。本年もよろしくお願いいたします。
▶令和６年に瀬峰署管内で発生した休業４日以上の労働災害（新型コロナウイルス
感染症を除く）による被災者数は、11月末日現在、全産業で140人です。この件数
は、前年同時期比9.1％の減、一昨年同時期比14.7％の減であり、減少傾向を維持
しています。ご尽力、ありがとうございます。
▶１月は労働災害が多発する月です。令和５年に宮城県で発生した休業４日以上の
労働災害の13.4パーセントは１月に発生したものでした。特に転倒災害に注意を要
します。あらためて転倒災害防止対策に力を入れてください。
 一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなります
→「転びの予防 体力チェック」をご覧ください。

 現役の方でも、たった一度の転倒で寝たきりになることも
→「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい箇所は︖」をご覧ください。

新春、おめでとうございます

裏面に続く

瀬峰署労働災害発生状況(新型コロナウイルス感染症を除く)
令和6年12月10日 作成

前年同月増減令和６年令和５年
死亡死傷1月～11月1月～11月
増減率増減数増減率増減数死亡死傷者数死亡死傷者数

3-9.1%-143140154全産業
9.4%33532製 造 業

-66.7%-213鉱 業
1-12.5%-312124建 設 業

1010運輸交通業
貨物取扱業

66.7%253農 業
250.0%3296林 業

-20.0%-2810畜産・水産業
-25.0%-51520商 業

11金融・広告業
映画・演劇業

-33.3%-123通 信 業
-75.0%-314教育・研究業

2020保健衛生業
-20.0%-145接客娯楽業
-40.0%-235清掃・と畜業

官公署
-44.4%-459その他の事業

転びの予防
体力チェック

※休業4日以上



「健全な経営を持続させるための職場づくり」説明会

各種報告の電子化について

令和７年１月
１日から労働
者死傷病報告
等の報告を電
子申請で行う
よう義務付け
られました。

重要なお知
らせです︕

最近改正された労働安全衛生関係法令等の内容を踏まえた説明会を宮城労働基準協
会と宮城労働局との共催により開催しますので是非とも参加していただきたく思いま
す。説明内容は、
◆事業者又は安全衛生担当者として知っておくべきポイント
◆事業場に求められる健康保持増進対策

健康診断事後措置、労災保険二次健康診断等給付制度、メンタルヘルス対策など
◆最近の安全衛生関係法令改正事項

新たな化学物質規制、各種報告の電子報告義務化、テールゲートリフトの安全対策など
日時︓令和７年１月３０日（木）１４︓００から（９０分程度の予定）
場所︓GC青葉通りプラザ４階会議室（仙台市青葉区一番町２‐５‐２２）
定員︓80名（会場参加）、200名（web参加 ※web参加は視聴のみとなります）
【申し込み方法】所定の申込フォームより参加登録してください。
●会場参加希望者（宮城労働局受付） ● web参加希望者（宮城労働基準協会受付）

【問い合わせ先】
●研修内容・会場参加に関すること

宮城労働局 労働基準部 健康安全課 電話︓０２２‐２９９‐８８３９
● web参加に関すること

（公社）宮城労働基準協会 電話︓０２２‐２６５‐４０９１


